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測量計画機関　　　相　　　　　　　 生　　　　　　　市

測量作業機関　　　国　際　航　業　株　式　会 　社

座標系は 平静１４年国土交 通省告示第９号の 規定に よる第Ⅴ座標系

投影は 横メルカトル図法
図郭に 表示してある座標値は キロメートル単位

方眼は ０．５キロメートル間隔

高さの 基準は 東京湾の 平均海面（T.P）等高線の 間隔は ２メートル

この 測量成果は 、国土地理院長の 承認及び 助言を得て

同院所管の 測量成果を使用して得た も の で ある。

（承認番号）平３０　近公　第１７１号

１．　撮 影　　　平成４年３月

　　　　　　　　　 平成５年５月

２．　撮 影　　　平成３０年１０月

３．　修 正　　　平成３１年３月

　　　　　　　  ①平成２５年度整備　　兵庫県砂防基盤図を修正

　　　　　　　  ②平成１５年度整備　　都市計画図修正、数値化
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・表示に 使用している地図は 土地の 境界を示す も の で は ありま せん。

・本図の 利用に よって発生す る直接又は 間接の 損失、損害お よび 障害等に つ いて、相生市は 一切の 責任を負いま せん。ご利用者自身の 責任と判断で ご利用くだ さい。
・本図は す べ ての 都市計画の 内容を表示してお りま せん。権利や義務の 発生す るも の 、取引の 資料と す るも の な ど 、重要な 事項の 確認に は 利用で きま せん。

・この 参考図は 、本市の 都市計画を証明す るも の で は ありま せん。お 調べ の 土地が用途地域等地域地区や都市施設等の 境界付近に ある場合は 、市窓口ま で お 問い合わせくだ さい。
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上図は 単に 方眼北、真北、磁北

相互 の 関係を表し、角度の 数値
とは 必ず しも 一致しな い。
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